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この時期、花火のゴミが多く見られます。遊んだ後は必ずゴミを持ち帰りましょう。

第５条第４項には、「何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、
港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。」とあります。

海岸をはじめ、さまざまな場所を汚さないようみんなで気をつけな

ければなりません。きれいな景色を守るには、汚さないという一人ひ

とりの気持ち・行動がとても大切ですので、ご協力をお願いします。

きれいな海岸をみんなで作っていきましょう！！

もし、この規定に違反して

廃棄物を捨てた人は、なんと…

「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（第16条）」

H29｡7.19

H26｡7.9 回収したゴミ H26｡7.23

ゴミは必ず
持ち帰りましょう！

ヒトデちゃん
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